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「マンション標準管理規約」の改正案に関する意見募集について 
 

令 和 ６ 年 ○ 月 ○ 日 
国 土 交 通 省 住 宅 局 

 
 

国土交通省では、マンションを巡る建物と居住者の「２つの老い」の進行等に伴
う各種課題に対応していくため、令和５年１０月に「標準管理規約の見直し及び管
理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」を設置し、マンション標準
管理規約の見直しについて検討を行っています。 

つきましては、広く国民の皆様から、本件に対する御意見を以下の要領で募集い
たします。 

なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願いま
す。 
 
 

＜意見募集要領＞ 
 
 
１．意見募集対象 

「マンション標準管理規約」（単棟型）の改正案 
「マンション標準管理規約」（団地型）の改正案 
「マンション標準管理規約」（複合用途型）の改正案 

 
２．意見募集期間 
  令和６年○月○日（○）から令和６年○月○日（○）まで（必着） 
 
３．意見送付要領 

御意見は日本語にて、別添記載項目をご記入の上、次のいずれかの方法で提出
又は送付してください。 

 
（１）電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）を利用する場合 

意見提出フォームに必要事項を記載し、提出してください。 
 
（２）電子メールアドレスの場合（テキスト形式でお願いいたします。） 

電子メールアドレス： hqt-mansion.ariken@gxb.mlit.go.jp 
国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付 パブリック
コメント担当 宛 
※件名に「マンション標準管理規約の改正案について」と明記してくだ
さい。 

 
（３）郵送の場合 

〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３ 
     国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付 パブリック

コメント担当 宛 
 
４．資料の入手方法 
（１）電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ） 
（２）窓口（国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付）での配布 
 
５．注意事項 
 ○ 御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は御遠慮願い

ます。 
 ○ いただいた御意見につきましては、検討を行う際の参考とさせていただきま

す。御意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨御了



    

 

承願います。 
 ○ いただいた御意見の内容につきましては、氏名・住所・電話番号・電子メー

ルアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきくだ
さい。 



    

 

別 添 
 
国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付 パブリックコメント担当宛 
 

「マンション標準管理規約」の改正に関する 
パブリックコメントの募集について 

 

 
氏       名 

（フリガナ） 

 

 
住       所 

 

 

 
所       属 

 

（会社名）             （部署名） 

 

 
電 話 番 号 

 

 

 

 
電子メールアドレス 

 

 

 

 
ご 意 見 
 

（対象部分） 
 

 

 

 

（ご意見） 
 
 
 
 
 
 
 
（理由） 
 

 



 

「マンション標準管理規約」の改正案について 

（概要） 

 

 

Ⅰ．「マンション標準管理規約（単棟型）」の改正案（概要） 
１．組合員名簿及び居住者名簿の整備・更新の仕組み 

   ○組合員の住所等に変更があった際に管理組合へ届け出ることを記載（第

31 条及び同条関係コメント） 

○専有部分を第三者に貸与する場合において、当該第三者に関する情報を

管理組合へ届け出ることを記載（第 19 条及び同条関係コメント） 

○組合員名簿を更新すること及び居住者名簿を作成・更新することを記載

（第 64 条の２及び同条関係コメント） 

 

２．所在等が判明しない区分所有者への対応 

○区分所有者の所在等が判明せず管理に支障を及ぼす場合に、区分所有者

の探索ができることや、その探索に要した費用を当該区分所有者に請求

することができることを記載（第 67 条の２及び同条関係コメント） 

 

３．EV 用充電設備の設置の推進 

○EV 用充電設備を設置する際のルール等をあらかじめ定めておくことを記

載（第 15条関係コメント） 

○EV 用充電設備の設置工事を行う際の決議要件の考え方を記載（第 47 条関

係コメント） 

○売買時の管理情報提供項目例に EV 用充電設備に関する情報を記載（コメ

ント別添４） 

 

４．宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 

○宅配ボックスの設置工事を行う際の決議要件の考え方を記載（第 47 条関

係コメント） 

 

５．修繕積立金の変更予定等の見える化 

○総会において長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差を明示

することや、修繕積立金の変更予定等を明示することについて記載（第 48

条関係コメント） 

○マンション売買時の購入予定者に対する情報提供項目例に長期修繕計画

上の修繕積立金の変更予定額及び変更予定時期を記載（コメント別添４） 

 

６．管理に関する図書の保管の推進 

○総会及び理事会で使用する資料を保管することを記載（第 49条の２及び

同条関係コメント（総会）・第 53条（理事会）） 

○管理規約を変更した際に、変更内容を反映した冊子を作成することが望

ましいことを記載（第 72 条関係コメント） 

 

 

 

別紙 



 

７．その他所要の改正 

   令和５年マンション標準管理委託契約書の改訂に伴う改正、デジタル化へ

の対応 等 

 

Ⅱ．「マンション標準管理規約（団地型）」の改正案（概要） 
マンション標準管理規約（単棟型）の改正と同様の改正を行う。 

 

 

Ⅲ．「マンション標準管理規約（複合用途型）」の改正案（概要） 
マンション標準管理規約（単棟型）の改正と同様の改正を行うほか、これに合

わせて以下の改正を行う。 

１．駐車場使用料等 

 駐車場使用料等の充当先として住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立

金を記載（第 33条及び第 15 条関係コメント） 


